
京都市告示第     号 

 生活保護法第５５条において準用する同法第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」と

いう。）第１４条第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「改正法」

という。）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場

合を含む。）の規定に基づき，生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等支援法第

１４条第２項第３号（改正法附則第４条第２項において準用する場合を含む。）に規定

する医療支援給付のための施術を担当させる者を，次のとおり指定しました。 

  平成２２年１２月１５日 

京都市長 門川大作   

施術者指定 

施術者 

の氏名 
施術所の名称 所  在  地 指定年月日 

西川 洋子 西川洋子鍼灸院 
北区小山上初音町５４番地

の４ 

平成 22 年 

11 月 17 日 

西川 昭寛 西川洋子鍼灸院 
北区小山上初音町５４番地

の４ 

平成 22 年 

11 月 17 日 

板東 洋平 
あんず鍼灸マッサ

ージ院 

山科区音羽野田町１５番地

の９ ハヤシスタジオビル

１階 

平成 22 年 

11 月 5 日 

清水 友浩 ひまわり整骨院 山科区椥辻草海道町７番地 
平成 22 年 

10 月 1 日 

安宅 基 健康体力整骨院 
山科区椥辻東浦町７番地

イーグルコート椥辻１階 

平成 22 年 

11 月 12 日 

横谷 泰利 横谷 泰利 
山科区小野鐘付田町１８番

地の１０ 

平成 22 年 

11 月 12 日 

大山 夏子 

有限会社アグレス

グループ 在宅マ

ッサージ楽楽 

山科区竹鼻竹ノ街道町５６

番地 エクセレント山科３

０３ 

平成 22 年 

11 月 16 日 

３２９



施術者 

の氏名 
施術所の名称 所  在  地 指定年月日 

白石 拓哉 
ケア・アルファし

んまち 

下京区五条通新町東入東錺

屋町１６０番地 

平成 22 年 

11 月 1 日 

杉本 和雄 
ケア・アルファし

んまち 

下京区五条通新町東入東錺

屋町１６０番地 

平成 22 年 

11 月 1 日 

大久保 淳一 おおくぼ整骨院 
南区東九条西山町２５番地

の６ 藤本マンション１階 

平成 22 年 

11 月 4 日 

 川 和宏 ひろ整骨院 

右京区西院高田町２３番地

の３ アルモード京都西院

１０１号 

平成 22 年 

10 月 26 日 

村瀬 健次郎 村瀬鍼灸院 
西京区桂木ノ下町２１番地

の３ 

平成 22 年 

10 月 1 日 

花立 博明 はなたて接骨院 

伏見区京町３丁目２００番

地 メゾンブランシュ２０

０ １階 

平成 22 年 

11 月 1 日 

安藤 力 
針灸・マッサージ

ゆるり 

伏見区東大手町７７８番地

桃山ヒルズ３階 

平成 22 年 

11 月 6 日 

（保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 


